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れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
監
理
技
術
者
は
、
発
注
者
か
ら
請
求
が

あ
つ
た
と
き
は
、
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
昭
二
八
法
二
二
三
・
昭
三
六
法
八
六
・
昭
四
六
法
三
一
・
昭
六
二

法
六
九
・
平
六
法
六
三
・
平
一
一
法
一
六
〇
・
平
一
五
法
九
六
・
平

一
八
法
一
一
四
・
令
元
法
三
〇
・
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条
の
二 

土
木
工
事
業
又
は
建
築
工
事
業
を
営
む
者
は
、
土
木
一
式

工
事
又
は
建
築
一
式
工
事
を
施
工
す
る
場
合
に
お
い
て
、
土
木
一
式
工
事
又

は
建
築
一
式
工
事
以
外
の
建
設
工
事
（
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で

定
め
る
軽
微
な
建
設
工
事
を
除
く
。
）
を
施
工
す
る
と
き
は
、
当
該
建
設
工

事
に
関
し
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
者
で
当
該
工
事
現
場

に
お
け
る
当
該
建
設
工
事
の
施
工
の
技
術
上
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を

置
い
て
自
ら
施
工
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
建
設
工
事
に
係
る
建
設
業
の
許

可
を
受
け
た
建
設
業
者
に
当
該
建
設
工
事
を
施
工
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
設
業
者
は
、
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
係
る
建
設
工
事
に
附
帯
す
る
他

の
建
設
工
事
（
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
建
設
工

事
を
除
く
。
）
を
施
工
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
設
工
事
に
関
し
第

七
条
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
者
で
当
該
工
事
現
場
に
お
け
る
当

該
建
設
工
事
の
施
工
の
技
術
上
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
置
い
て
自
ら

施
工
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
建
設
工
事
に
係
る
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た

建
設
業
者
に
当
該
建
設
工
事
を
施
工
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
昭
四
六
法
三
一
・
追
加
） 

第
二
十
六
条
の
三 

特
定
専
門
工
事
の
元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
（
建
設
業
者

で
あ
る
下
請
負
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
合

意
に
よ
り
、
当
該
元
請
負
人
が
当
該
特
定
専
門
工
事
に
つ
き
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
任
技
術
者
が
、
そ
の
行
う

べ
き
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
と
併
せ
て
、
当
該
下
請
負
人
が
そ
の
下

請
負
に
係
る
建
設
工
事
に
つ
き
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
主
任
技
術
者
の
行
う
べ
き
次
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
下
請
負
人
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
下

請
負
に
係
る
建
設
工
事
に
つ
き
主
任
技
術
者
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
「
特
定
専
門
工
事
」
と
は
、
土
木
一
式
工
事
又
は
建
築
一
式
工
事

以
外
の
建
設
工
事
の
う
ち
、
そ
の
施
工
技
術
が
画
一
的
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
施
工
の
技
術
上
の
管
理
の
効
率
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
建
設
工
事
の
元
請
負
人
が
こ
れ
を
施
工
す

る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
請
負
代
金
の
額
（
当
該
下
請
契
約
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
請
負
代
金
の
額
の
総
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

○建設業法（昭和24年法律第100号）（抄）

kanayama-y282
四角形



36/103 

て
同
じ
。
）
が
政
令
で
定
め
る
金
額
未
満
と
な
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、

元
請
負
人
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
で
あ
つ
て
、
当
該
元

請
負
人
が
こ
れ
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
請
負
代
金
の
額

が
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
以
上
と
な
る
も
の
を
除
く
。 

３ 

第
一
項
の
合
意
は
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
特
定
専
門
工
事
（
前
項
に
規
定

す
る
特
定
専
門
工
事
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
、
当
該

元
請
負
人
が
置
く
主
任
技
術
者
の
氏
名
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ

る
合
意
に
代
え
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に

よ
り
第
一
項
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
合
意
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。 

５ 

第
一
項
の
元
請
負
人
は
、
同
項
の
合
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
注
文
者
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

注
文
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
承
諾
に
代
え
て
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
元
請
負
人
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で

あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
同
項
の
承
諾
を
す
る
旨
の

通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
注
文
者
は
、
当

該
書
面
に
よ
る
承
諾
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

７ 

第
一
項
の
元
請
負
人
が
置
く
主
任
技
術
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
特
定
専
門
工
事
と
同
一
の
種
類
の
建
設
工
事
に
関
し
一
年
以
上
指

導
監
督
的
な
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
特
定
専
門
工
事
の
工
事
現
場
に
専
任
で
置
か
れ
る
こ
と
。 

８ 

第
一
項
の
元
請
負
人
が
置
く
主
任
技
術
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
第

三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

９ 

第
一
項
の
下
請
負
人
は
、
そ
の
下
請
負
に
係
る
建
設
工
事
を
他
人
に
請
け

負
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
令
元
法
三
〇
・
追
加
、
令
三
法
三
七
・
一
部
改
正
） 

（
主
任
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
の
職
務
等
） 

第
二
十
六
条
の
四 

主
任
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
は
、
工
事
現
場
に
お
け
る

建
設
工
事
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
、
当
該
建
設
工
事
の
施
工
計
画
の
作
成
、

工
程
管
理
、
品
質
管
理
そ
の
他
の
技
術
上
の
管
理
及
び
当
該
建
設
工
事
の
施

工
に
従
事
す
る
者
の
技
術
上
の
指
導
監
督
の
職
務
を
誠
実
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 
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任
で
置
か
れ
る
こ
と
を
元
請
負
人
が
誓
約
す
る
書
面 

（
令
二
国
交
令
六
九
・
追
加
） 

（
特
定
専
門
工
事
の
元
請
負
人
及
び
下
請
負
人
の
合
意
に
係
る
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
） 

第
十
七
条
の
七 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信

し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ

イ
ル
（
専
ら
受
信
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
す
る
方
法 

ロ 

特
定
専
門
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
契
約
の
相
手
方
の
閲
覧
に

供
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
契
約
の
相
手
方
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録

す
る
方
法 

ハ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
者
の
閲

覧
に
供
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
契
約
の
相
手
方
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
特
定
専
門

工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨

を
当
該
契
約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
特
定
専
門

工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
当
事
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録

○建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）（抄）
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し
た
旨
を
当
該
契
約
の
相
手
方
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
令
三
国
交
令
五
三
・
追
加
） 

（
特
定
専
門
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
） 

第
十
七
条
の
八 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信

し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ

ァ
イ
ル
（
専
ら
元
請
負
人
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
す
る
方
法 

ロ 

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に

供
し
、
元
請
負
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
元

請
負
人
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法 

ハ 

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の

閲
覧
に
供
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

元
請
負
人
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は

記
録
し
た
旨
を
元
請
負
人
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
注
文
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
受
信
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
元
請
負
人
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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